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愛読者各位
株式会社日本法令　出版部

『実例でみる！老齢年金計算実務ハンドブック』初版１刷

お詫びと訂正

本書中、下記の誤りがありました。謹んでお詫び申し上げます。

下記の箇所をご修正の上、ご使用くださいますようお願い申し上げます。

記

P.15   下から10行目　
（誤）昭和31年７月

（正）昭和51年７月

P.18　 下部の枠内

（誤）昭和39年１月
（正）昭和40年９月

P.33　　「特別一時金」枠内８～９行目

（誤）受給権者

（正）受給権
P.106  下部の枠内右側４行目

（誤）平成13年８月22日

（正）平成13年９月25日

P.131  上部の枠内右下内訳合計額

（誤）559,500円

（正）599,500円

P.139  下から９行目

（誤）－繰上げ額（271,139円）＝479,400円

（正）－繰上げ額（271,139円）＝632,700円

P.164　5行目～P.165

基本月額＝1,646,600円÷12月＝137,216円

65歳台の支給停止額＝{(470,000円＋137,216円－480,000円)÷2}×12＝763,300円

66歳台の支給停止額＝{(470,000円＋137,216円－480,000円)÷2}×12＝763,300円

67歳台の支給停止額＝{(410,000円＋137,216円－480,000円)÷2}×12＝403,300円

68歳台の支給停止額＝{(380,000円＋137,216円－480,000円)÷2}×12＝223,300円

69歳台の支給停止額＝{(380,000円＋137,216円－480,000円)÷2}×12＝223,300円

次に月単位の支給率を求めます。

　支給率合計＝{1－(763,300円÷1,646,600円)×12月

＋{1－(763,300円÷1,646,600円)×12月

＋{1－(403,300円÷1,646,600円)×12月
＋{1－(223,300円÷1,646,600円)×12月

＋{1－(223,300円÷1,646,600円)×12月

＝6.44＋6.44＋9.06＋10.37＋10.37＝42.68
　平均支給率＝42.68÷60月＝0.71

したがって、繰下げ対象額＝1,646,600円×0.71＝1,169,086円となるため

　　　　　　繰下げ加算額＝(1,169,086円＋18,398円)×(0.007×60月)≒498,700円

さらに、70歳で退職したので「退職時改定による老齢厚生年金」を求めると、平成15年4月以降の平均標準報酬月額が変わらないと仮定すると

　70歳時点の老齢厚生年金

　＝70歳時点の報酬比例部分(1,918,400円)＋経過的加算(18,398円)≒1,936,800円

［70歳時点の報酬比例部分＝{(413,311円×7.83/1000×490月)

＋(740,478円×6.023/1000×68月)}×1.031×0.985

         ＝(1,585,750.3円＋303,273.1円)×1.031×0.985

＝1,918,369円≒1,918,400円］

［経過的加算＝1,676円×1.099×444月×0.985

－792,100円×477月/480月≒18,398円］

以上の結果から、70歳から受給する老齢厚生年金は、

　老齢厚生年金＝退職時改定された老齢厚生年金＋繰下げ加算額

　　　　　　　＝1,936,800円＋498,700円＝2,435,500円

となります。

P.165  上から11行目

（誤）791,100円

（正）792,100円

P.212  (4)の算式

（誤）老齢基礎年金×①／②×（１－②×0.005）×（１－②×0.005）

（正）老齢基礎年金×（１－①／②）

P.223  下から５行目以降を________のように訂正

　さらに、60歳到達時賃金：663,000円⇒60歳以降の賃金：272,000円のため賃金低下率は61%未満である。

　したがって、272,000円×６％＝16,320円が年金停止額となる。

　よって、４月支払いの年金支給額＝（817,900円－16,320円×12月）÷６＝103,676円

